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本論文では，項書換え系（TRS）の停止性について述べる．本研究の目的は，TRS の
停止性判定を支援する消去法の改良である．消去法は，従来知られている方法では停止性
を示しにくい TRSを，停止性を示しやすい TRSに変換する手法である．消去法による
変換は決定可能な手続きであるため，従来知られている決定可能な停止性判定手法と組み
合わせることで，より適用範囲の広い停止性判定手続きが得られる．本研究では，変換後
のTRSに現れる冗長な規則を取り除くことで改良を行なう．本研究によって得られた改
良消去法は，従来の消去法では扱えなかったTRSにも適用することができる．

1 研究の背景

TRS は，計算機上の手続きを効率的に実現する形式的な理論である．TRSは，等式推
論として定理自動証明，仕様記述，関数型言語などの計算機分野のさまざまな分野で広く
使われている．TRSは，項の間の関係を記述する規則と呼ばれる方向づけられた等式の
集合である．項の書換えは，与えられた項を規則の左辺とマッチングし，同じ規則の右辺
と置き換えることで行なわれる．
TRSは，無限の書換え列を持たないときに停止性を持つという．停止性は，TRS の重
要な性質のひとつである．TRS を計算モデルとしてみる場合，停止性を持ったTRS にお
いては，任意の項に対して解の存在が保証され，単純な深さ優先探索で見つけることがで
きる．残念ながらTRSが停止性を持つかどうかという問題は決定不能であることが知ら
れている．しかし，いくつかの特殊な条件のもとでは停止性判定が成功する手法が提案さ
れている．
停止性判定には，大きく分けて意味的な手法と構文的な手法がある．構文的な手法で
は，項の構造の構文的な解析のみで停止性の証明を行なう．代表的な構文的手法のひとつ
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に 1982年にDershowiz によって提案された再帰経路順序がある．再帰経路順序による二
項間の順序付けは決定可能であるため，停止性判定の実装に適している．しかし，単純化
順序の制限があるので，再帰経路順序で停止性を示すことのできるTRSは限られている．
一方，意味的な手法では，全ての項を自然数等の整礎な順序を持つ集合上に解釈する．全
ての停止性を持つTRSに対して，停止性を保証する整礎な順序集合が存在することが分
かっている．

再帰経路順序による停止性判定では停止性を示すことのできないTRSが多く存在する．
このようなTRS の停止性を示すための手法にTRS の変換による方法がある．TRSの変
換は，複雑な構造のTRSを単純化することで停止性判定を容易にする．変換手法のひと
つである消去法は，停止性を保証するのに不必要と思われる関数記号を規則から消去する
ことで変換を行なう．
次のTRS R1を考える．

R1 = ff(f(x)) ! f(g(f(x)))g

TRS R1は，文字列中の連続する fの出現を gによって分断する規則と見ることができる．

ffff � � � ! ffgff � � � ! fgfgff � � � ! fgfgfgf � � � ! � � �

TRS R1が停止性を持つことは自明である．しかし，TRS R1は，再帰経路順序によって
停止性を示すことができない．TRS R1 は，左辺 f(f(x))が右辺 f(g(f(x)))に埋め込まれ
る形になっている．再帰経路順序によって順序付けができたと仮定すると，単純化順序の
性質より，f(g(f(x)) > f(f(x))が導かれ矛盾する．
このような従来の停止性判定法には適用範囲外のTRSの停止性を示すため，1995年に

Ferreira, Zantema により置換消去法が提案された．TRS R1 は，置換消去法により関数
記号 g の出現を新たな定数記号3に置き換えることで TRS E(R1) に変換される．

E(R1) =

(
f (f(x)) ! f(3)

f (f(x)) ! f(x)

１つ目の規則は，TRS R1の規則に出現する関数記号 gを定数記号3で置き換えたもの
である．２つ目の規則は，置き換えによって消失した関数記号 g 以下の部分項を保存する
ために付け加えられた規則である．置換消去法には，変換後の E(R) が停止性を持つなら
ばR は停止性を持つという性質がある．この性質を変換の正当性と呼ぶ．TRS E(R1)は，
再帰経路順序によって停止性を示すことができるため，置換消去法の正当性より，TRS

R1は停止性を持つ．置換消去法による変換は，規則の数が有限ならば自動的に行なうこと
ができる．したがって，再帰経路順序のような停止性判定手法と組み合わせることによっ
て決定可能な停止性のクラスを広げることができる．
一方，1997年にArts, Giesl によって提案された依存対は，TRSの無限書換え列の解析
に有効な概念である．与えられたTRS の規則の左辺の最外関数記号を関数定義記号と呼
ぶ．依存対により関数定義記号の出現を記述することで，無限書換え列の性質を簡明に記
述できる．
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2 研究の成果

本研究では，置換消去法の改良を試みる．具体的には，変換後の規則に現れる関数定義
記号の出現に注目し，不必要な規則を除去することで改良を行なう．TRS R2は，従来の
消去法では停止性のあるTRSに変換することができない例である．

R2 =

(
f(a) ! f(b)

b ! g(a)

置換消去法による変換では，TRS R2は停止性を持たない TRS E(R2)に変換されてし
まう．

E(R2) =

8>><
>>:

f (a) ! f(b)

b ! 3

b ! a

TRS E(R2)が停止性を持たないのは，変換後に規則 b ! aが加えられるためである．
規則 b ! aは，置き換えによって失われた関数記号 g 以下の部分項 aを保存するために
付け加えられた規則である．置換消去法では，正当性を保証するために，消去する関数記
号以下の部分項は必ず変換後の規則の右辺に保存されるように定義されている．本研究
では，依存対による置換消去法の解析により，関数定義記号の出現しない部分項を保存す
る必要がないことを示す．項 g(a)の部分項 aは，TRS R2の関数定義記号を含まない項で
ある．本研究によって改良された消去法においては，TRS R2は，規則 b! aの現れない
TRS E 0(R2)に変換される．

E(R2) =

(
f(a) ! f(b)

b ! 3

TRS E 0(R2)は，再帰経路順序によって停止性を示すことができる．したがって，本研
究によってTRS R2を含めたより広い適用範囲を持つ停止性判定手続きが得られたことに
なる．
置換消去法の正当性の証明では，弱書き順序という項の集合上の順序が本質的な役割を
果たす．弱書換え順序を生成する手法として切り落とし法を紹介する．切り落とし法を用
いて，TRS Rと変換して得られるTRS R0に関する変換の正当性が成り立つための包含関
係を示す．
本研究では，さらに Zantema による分配消去法 (1994)，Ferreira による一般消去法

(1995) を紹介し，条件付きではあるが置換消去法と同様に改良を行なう．改良された分
配消去法，一般消去法について切り落とし法を用いた変換の正当性の証明を行なう．
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